
道の駅クレール平田周辺エリア一体型民間活力導入可能性調査支援委託業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

  本要領は「道の駅クレール平田周辺エリア一体型民間活力導入可能性調査支援委

託業務」に係る契約の相手方となる事業者の選定にあたり、公募型プロポーザルの

実施方法等、必要な事項を定める。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名  

   観シ委第３２号 道の駅クレール平田周辺エリア一体型民間活力導入可能性

調査支援委託業務 

（２）業務内容 

   道の駅クレール平田周辺エリア一体型民間活力導入可能性調査支援委託業務

仕様書（以下）「仕様書」という。）のとおり 

（３）業務期間 

   契約締結日から令和９年２月２６日まで 

 

３ 予算額 

  委託料の上限は、6,655,000 円とする。（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

４ 実施形式 

  公募型 

 

５ 参加資格 

（１）市の入札参加資格者名簿に登録されている者であること。 

（２）市から指名停止を現に受けていないこと。 

（３）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当する者

でないこと。 

（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て又は民

事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てをしている

者でないこと。 

（５）租税その他の公課を滞納していない者であること。 

（６）海津市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成 22 年海津市告示

第 94 号）に規定する「別表」の措置要件に該当する者でないこと。 

（７）過去５年間において、国又は地方公共団体が発注する PPP/PFI 等の官民連携事

業に関する可能性検討業務等の実績を 1件以上有していること。 

 

 



６ 日程 

  ７月 ３日（金） 募集開始 

  ７月１０日（金） 質疑受付期限 

  ７月１７日（金） 質疑に対する回答（予定） 

  ７月２４日（金） 参加申込書提出期限 

  ８月 ３日（月） 企画提案書等の提出期限 

  ８月１８日（火） プレゼンテーション審査 

 

７ 質疑・応答 

（１）提出方法 

別添の質問書（様式１）により、電子メールにて提出すること。質問書を提出

した場合は、必ず電話等で送信した旨伝え、担当課で着信したことを確認するこ

と。（※電話又は口頭による質問は受付けない。） 

（２）提出期間 

７月３日（金）から７月１０日（金）１７時まで 

（３）提出先 

産業経済部 観光・シティプロモーション課 メール kanko@city.kaizu.lg.jp 

（４）回答方法 

回答は、質問者に対して７月１７日（金）までに電子メールにて通知する。 

また、海津市ホームページで公表する。 

 

８ 参加申込の手続き 

（１）参加申込書の提出について 

プロポーザルへの参加を希望する事業者は、本実施要領、特記仕様書、海津市

契約規則等の各規定を理解した上で、次の書類を提出すること。 

①参加申込書（様式２） １部 

②会社概要書（様式３） １部 

（２）提出期間 

７月２４日（金）１７時（必着） 

（３）提出方法 

持参又は郵送に限る。 

持参による場合は、市役所の閉庁日を除く各日９時から１７時までとする。 

郵送による場合は、提出期限内必着とし、受取日時及び配達されたことが証明

できる方法とする。 

（４）提出先 

海津市 産業経済部 観光・シティプロモーション課 

住 所 岐阜県海津市海津町高須 515 番地 

電 話 0584-53-1115 

メール kanko@city.kaizu.lg.jp 
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９ 企画提案書の提出等 

（１）企画提案書として提出する書類（各１０部） 

①企画提案書提出届（様式４） 

②企画提案書（任意様式） 

③業務実績調書（様式５） 

④業務実施体制（様式６） 

⑤業務工程表（任意様式） 

⑥参考見積書（任意様式） 

（２）提出期間 

８月 ３日（月）１７時（必着） 

（３）提出方法 

持参又は郵送に限る。 

持参による場合は、市役所の閉庁日を除く各日９時から１７時までとする。 

郵送による場合は、提出期限内必着とし、受取日時及び配達されたことが証明

できる方法とする。 

（４）提出先 

海津市 産業経済部 観光・シティプロモーション課 

住 所 岐阜県海津市海津町高須 515 番地 

電 話 0584-53-1115 

メール kanko@city.kaizu.lg.jp 

 

１０ 審査方法 

道の駅クレール平田周辺エリア一体型民間活力導入可能性調査支援委託業務プ

ロポーザル選定委員会において審査の上、最優秀提案者 1者を選出する。なお、審

査及び選定結果についての異議申立ては認めない。 

（１）審査方法 

審査はプレゼンテーションにて実施する。時間及び場所については、書類の提

出があった事業者に対し別途通知する。時間は１事業者３０分以内とし、時間配

分は、説明が２０分以内、質疑応答が１０分以内とする。 

各事業者の出席者は、３名以内とする。 

参加事業者が 1 者のみの場合であっても、プレゼンテーション審査は実施する

こととし、選考委員会おいて提案内容の審査を行い、選定の可否を決定する。 

（２）審査基準 

審査基準、配点については別表に定めるとおりとする。 

 

１１ 審査結果の通知 

プレゼンテーション審査を受けた全ての申請者に文書（様式７）にて通知する

こととする。また、審査結果は海津市ホームページに掲載するものとし、候補者

となった事業者については、名称を公表する。 
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１２ 提出書類の取扱い 

（１）提出されたすべての書類は、返却しない。 

（２）提出後の差替え及び追加・削除は認めない。 

（３）提出された書類は、提出した者に無断でこのプロポーザルに係る審査以外には

利用しない。 

（４）市が必要と認める場合には追加資料の提出を求めることがある。 

（５）企画提案書の提出は１者につき１案とする。 

 

１３ 情報公開及び提供 

市は企画提案者から提出された企画提案書等について、海津市情報公開条例（平

成 17 年海津市条例第 10 号）の規定による請求に基づき、第三者に開示することが

できるものとする。ただし、事業を営むうえで、競争上又は事業運営上の地位その

他正当な利益を害すると認められる情報は非開示となる場合がある。なお、本プロ

ポーザルの受託候補者選定前において、決定に影響を及ぼす恐れがある情報につい

ては決定後の開示とする。 

 

１４ その他 

（１）費用負担 

書類作成及び提出に係る費用など、必要な経費は全て提出者の負担とする。 

緊急やむを得ない理由等により、本公募型プロポーザルを実施することができ

ないと認めるときは、停止、中止又は取り消す場合がある。なお、この場合にお

いて本公募型プロポーザル方式に要した費用を海津市に請求することはできない

ものとする。 

（２）参加辞退の場合 

参加申込書の提出後、都合により参加を辞退することになった場合は、速やか

に書面（任意様式）により、担当課あてに提出すること。 

（３）失格事項 

次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。 

①参加資格要件を満たしていない場合 

②提出書類に虚偽の記載があった場合 

③実施要領等で示された、提出期間、提出場所、提出方法、書類作成上の留意 

事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合 

④選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

⑤説明会・ヒアリングを開催した場合において、正当な理由なく欠席した場合 

⑥参考見積書の金額が「３ 予算額」を超過した場合 

（４）著作権等の権利 

企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとす

る。ただし、受託候補者に選定された者が作成した企画提案書等の書類について

は、市が必要と認める場合には、市は、受託候補者にあらかじめ通知することに



よりその一部又は全部を無償で使用（複製、転記又は転写をいう。）することがで

きるものとする。 

（５）審査の内容についての問い合わせには応じない。また、審査結果に対する異議

申立ては受け付けない。 

（６）参加申込書等書類を郵送で提出する場合、郵送事故等により提出先に到着しな

かったことに対して異議を申し立てることはできない。 

（７）審査の結果、選定された事業者を委託業務にかかる契約の相手方として、仕様

書等を協議・調整のうえ契約を締結するものとする。ただし、最優秀提案者が契

約締結しない場合は、次に得点の高かった事業者と交渉を行い、合意に達した場

合はその事業者と契約を締結する。 

 

１５ 問い合わせ 

所 属 海津市 産業経済部 観光・シティプロモーション課 

担 当 能澤 孝政 

電 話 0584-53-1115 

メール kanko@city.kaizu.lg.jp 
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